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(57)【要約】
【課題】ユーザが記録されている画像の内容を理解し易
いように表示させる。
【解決手段】撮像された複数の画像を撮像時に設定され
た撮像モード又は他の画像と関連性のある画像であるか
否かを示す付加情報と対応付けて記録する撮像装置１で
あって、無線処理部１０７による通信を介して通信装置
２から記録媒体１０５ａに記録されている複数の画像の
一覧表示の要求を検出する要求検出部１０８ａと、一覧
表示の要求が検出されると、記録媒体１０５ａに記録さ
れている複数の画像の中で付加情報に基づいて関連付け
られた複数の画像を特定する画像特定部１０８ｂと、特
定された複数の画像が関連付けられていることを示す情
報画像を生成する情報画像生成部１０８ｃと、生成され
た情報画像を無線処理部により外部機器へ送信させる第
１送信制御部１０８ｄと、を備えている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像された複数の画像を、撮像時に設定された撮像モードを示す付加情報又は他の画像
と関連性のある画像であるか否かを示す付加情報と対応付けて記録する記録手段と、
　所定の通信回線を介して外部機器と通信を行う通信手段と、
　この通信手段による通信を介して前記外部機器から前記記録手段に記録されている複数
の画像の一覧表示の要求を検出する第１の検出手段と、
　この第１の検出手段により前記一覧表示の要求が検出されると、前記記録手段に記録さ
れている複数の画像の中で前記付加情報に基づいて関連付けられた複数の画像を特定する
特定手段と、
　この特定手段により特定された複数の画像が関連付けられていることを示す情報画像を
生成する第１の生成手段と、
　この第１の生成手段により生成された情報画像を前記通信手段により前記外部機器へ送
信させる第１の送信制御手段と、
　を備えたことを特徴とする画像格納装置。
【請求項２】
　前記第１の送信制御手段により送信された情報画像について特定の操作を行うための指
示を前記通信手段による通信を介して検出する第２の検出手段と、
　この第２の検出手段により前記情報画像について特定の操作を行うための指示が検出さ
れると、前記情報画像で関連付けられている複数の画像を識別可能な表示態様で表示させ
るための表示制御情報を生成する第２の生成手段と、
　この第２の生成手段により生成された表示制御情報を前記情報画像で関連付けられてい
る複数の画像とともに、前記通信手段により前記外部機器へ送信させる第２の送信制御手
段と、を更に備えたことを特徴とする請求項１に記載の画像格納装置。
【請求項３】
　前記外部機器の表示性能を示す情報を取得する取得手段を更に備え、
　前記第２の生成手段は、前記取得手段により取得された表示性能を示す情報に基づいて
、前記情報画像で関連付けられている複数の画像を識別可能な表示態様で表示させるため
の表示制御情報を生成することを特徴とする請求項２に記載の画像格納装置。
【請求項４】
　前記撮像モードは、連写モードを含むことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記
載の画像格納装置。
【請求項５】
　被写体を撮像して画像を生成する撮像手段を更に備えることを特徴とする請求項１～４
の何れか一項に記載の画像格納装置。
【請求項６】
　撮像された複数の画像を、撮像時に設定された撮像モードを示す付加情報又は他の画像
と関連性のある画像であるか否かを示す付加情報と対応付けて記録する記録手段と、所定
の通信回線を介して外部機器と通信を行う通信手段と、を備える画像格納装置の画像管理
方法であって、
　前記通信手段による通信を介して前記外部機器から前記記録手段に記録されている複数
の画像の一覧表示の要求を検出する検出ステップと、
　この検出ステップにて一覧表示の要求が検出されると、前記記録手段に記録されている
複数の画像の中で前記付加情報に基づいて関連付けられた複数の画像を特定する特定ステ
ップと、
　この特定ステップにて特定された複数の画像が関連付けられていることを示す情報画像
を生成する生成ステップと、
　この生成ステップにて生成された情報画像を前記通信手段により前記外部機器へ送信さ
せる送信ステップと、
　を含むことを特徴とする画像管理方法。
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【請求項７】
　撮像された複数の画像を、撮像時に設定された撮像モードを示す付加情報又は他の画像
と関連性のある画像であるか否かを示す付加情報と対応付けて記録する記録手段と、所定
の通信回線を介して外部機器と通信を行う通信手段と、を備える画像格納装置のコンピュ
ータを、
　前記通信手段による通信を介して前記外部機器から前記記録手段に記録されている複数
の画像の一覧表示の要求を検出する検出手段、
　この検出手段により前記一覧表示の要求が検出されると、前記記録手段に記録されてい
る複数の画像の中で前記付加情報に基づいて関連付けられた複数の画像を特定する特定手
段、
　この特定手段により特定された複数の画像が関連付けられていることを示す情報画像を
生成する生成手段、
　この生成手段により生成された情報画像を前記通信手段により前記外部機器へ送信させ
る送信制御手段、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像格納装置、画像管理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、外部機器に記録された画像データをネットワークを介して取得して手元の表示装
置で表示する技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。
　例えば、特許文献１の技術では、監視目的で外部に設置されたカメラが撮像した画像を
ネットワークデジタルレコーダに格納し、監視ユニットはブラウザを起動させてこのレコ
ーダに格納された画像をサムネイル形式で一覧表示する。更には、その一覧表示の中から
特定のサムネイル画像が選択されると、監視ユニットは、サムネイルに対応する詳細な画
像をレコーダから取得して表示するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－６７４５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、例えば、連写モード等の特殊な撮像モードで撮像された画像も、ブラウ
ザ上に単写モードで撮像された他の画像と同様の扱いで表示されるため、ブラウザ上で一
覧表示させただけでは、どのような撮像モードで撮像された画像なのか分かり難いという
問題があった。
【０００５】
　そこで、本願発明の課題は、ユーザが記録されている画像の内容を理解し易いように表
示させることができる画像格納装置、画像管理方法及びプログラムを提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係る画像格納装置は、
　撮像された複数の画像を、撮像時に設定された撮像モードを示す付加情報又は他の画像
と関連性のある画像であるか否かを示す付加情報と対応付けて記録する記録手段と、所定
の通信回線を介して外部機器と通信を行う通信手段と、この通信手段による通信を介して
前記外部機器から前記記録手段に記録されている複数の画像の一覧表示の要求を検出する
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第１の検出手段と、この第１の検出手段により前記一覧表示の要求が検出されると、前記
記録手段に記録されている複数の画像の中で前記付加情報に基づいて関連付けられた複数
の画像を特定する特定手段と、この特定手段により特定された複数の画像が関連付けられ
ていることを示す情報画像を生成する第１の生成手段と、この第１の生成手段により生成
された情報画像を前記通信手段により前記外部機器へ送信させる第１の送信制御手段と、
を備えたことを特徴としている。
【０００７】
　また、本発明に係る画像管理方法は、
　撮像された複数の画像を、撮像時に設定された撮像モードを示す付加情報又は他の画像
と関連性のある画像であるか否かを示す付加情報と対応付けて記録する記録手段と、所定
の通信回線を介して外部機器と通信を行う通信手段と、を備える画像格納装置の画像管理
方法であって、前記通信手段による通信を介して前記外部機器から前記記録手段に記録さ
れている複数の画像の一覧表示の要求を検出する検出ステップと、この検出ステップにて
一覧表示の要求が検出されると、前記記録手段に記録されている複数の画像の中で前記付
加情報に基づいて関連付けられた複数の画像を特定する特定ステップと、この特定ステッ
プにて特定された複数の画像が関連付けられていることを示す情報画像を生成する生成ス
テップと、この生成ステップにて生成された情報画像を前記通信手段により前記外部機器
へ送信させる送信ステップと、を含むことを特徴としている。
【０００８】
　また、本発明に係るプログラムは、
　撮像された複数の画像を、撮像時に設定された撮像モードを示す付加情報又は他の画像
と関連性のある画像であるか否かを示す付加情報と対応付けて記録する記録手段と、所定
の通信回線を介して外部機器と通信を行う通信手段と、を備える画像格納装置のコンピュ
ータを、前記通信手段による通信を介して前記外部機器から前記記録手段に記録されてい
る複数の画像の一覧表示の要求を検出する検出手段、この検出手段により前記一覧表示の
要求が検出されると、前記記録手段に記録されている複数の画像の中で前記付加情報に基
づいて関連付けられた複数の画像を特定する特定手段、この特定手段により特定された複
数の画像が関連付けられていることを示す情報画像を生成する生成手段、この生成手段に
より生成された情報画像を前記通信手段により前記外部機器へ送信させる送信制御手段、
として機能させることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ユーザが記録されている画像の内容を理解し易いように表示させるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明を適用した一実施形態の画像管理システムの概略構成を示す図である。
【図２】図１の画像管理システムを構成する撮像装置の概略構成を示すブロック図である
。
【図３】図１の画像管理システムを構成する通信装置の概略構成を示すブロック図である
。
【図４】図１の画像管理システムによる画像管理処理に係る動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図５】図４の画像管理処理の続きを示すフローチャートである。
【図６】図４の画像管理処理における通信装置の表示画面の一例を模式的に示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明について、図面を用いて具体的な態様を説明する。ただし、発明の範囲
は、図示例に限定されない。
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　図１は、本発明を適用した一実施形態の画像管理システム１００の概略構成を示す図で
ある。
【００１２】
　図１に示すように、本実施形態の画像管理システム１００は、撮像装置（画像格納装置
；図２参照）１と、通信装置（外部機器；図３参照）２とを備え、撮像装置１と通信装置
２とは、無線通信回線（例えば、Bluetooth(登録商標)等の無線ＰＡＮ（Personal Area N
etwork）やＷｉ－Ｆｉ(登録商標)等の無線ＬＡＮ）を介して情報通信可能に接続されてい
る。
　ここで、撮像装置１及び通信装置２は、例えば、同一のユーザにより所持され使用され
るものであるが、互いに異なるユーザにより所持され使用されても良い。
【００１３】
　先ず、撮像装置１について、図２を参照して説明する。
　図２は、画像管理システム１００を構成する撮像装置１の概略構成を示すブロック図で
ある。
【００１４】
　図２に示すように、撮像装置１は、中央制御部１０１と、メモリ１０２と、撮像部１０
３と、画像データ処理部１０４と、記録媒体制御部１０５と、操作入力部１０６と、無線
処理部１０７と、動作制御部１０８とを備えている。
　また、中央制御部１０１、メモリ１０２、撮像部１０３、画像データ処理部１０４、記
録媒体制御部１０５、無線処理部１０７及び動作制御部１０８は、バスライン１０９を介
して接続されている。
【００１５】
　中央制御部１０１は、撮像装置１の各部を制御するものである。具体的には、中央制御
部１０１は、図示は省略するが、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random 
Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）を備え、撮像装置１用の各種処理プログ
ラム（図示略）に従って各種の制御動作を行う。
【００１６】
　メモリ１０２は、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）等により構成さ
れ、中央制御部１０１の他、当該撮像装置１の各部によって処理されるデータ等を一時的
に記録するものである。
【００１７】
　撮像部１０３は、被写体を撮像する撮像手段を構成している。具体的には、撮像部１０
３は、レンズ部１０３ａと、電子撮像部１０３ｂと、撮像制御部１０３ｃとを備えている
。
【００１８】
　レンズ部１０３ａは、例えば、ズームレンズやフォーカスレンズ等の複数のレンズから
構成されている。
　電子撮像部１０３ｂは、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Compl
ementary Metal-Oxide Semiconductor）等のイメージセンサから構成され、レンズ部１０
３ａの各種レンズを通過した光学像を二次元の画像信号に変換する。
　なお、図示は省略するが、撮像部１０３は、レンズ部１０３ａを通過する光の量を調整
する絞りを備えていても良い。
【００１９】
　撮像制御部１０３ｃは、撮像部１０３による被写体の撮像を制御する。すなわち、撮像
制御部１０３ｃは、図示は省略するが、タイミング発生器、ドライバなどを備えている。
そして、撮像制御部１０３ｃは、タイミング発生器、ドライバにより電子撮像部１０３ｂ
を走査駆動して、所定周期毎にレンズ部１０３ａにより結像された光学像を電子撮像部１
０３ｂにより二次元の画像信号に変換させ、当該電子撮像部１０３ｂの撮像領域から１画
面分ずつフレーム画像を読み出して画像データ処理部１０４に出力させる。
【００２０】
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　画像データ処理部１０４は、被写体を撮像した画像の画像データを生成する。
　すなわち、画像データ処理部１０４は、処理手段として、撮像部１０３により撮像され
るフレーム画像を逐次処理する。具体的には、画像データ処理部１０４は、電子撮像部１
０３ｂから転送されたフレーム画像のアナログ値の信号に対してＲＧＢの各色成分毎に適
宜ゲイン調整した後に、サンプルホールド回路（図示略）でサンプルホールドしてＡ／Ｄ
変換器（図示略）でデジタルデータに変換し、カラープロセス回路（図示略）で画素補間
処理及びγ補正処理を含むカラープロセス処理を行った後、デジタル値の輝度信号Ｙ及び
色差信号Ｃｂ，Ｃｒ（ＹＵＶデータ）を生成する。
【００２１】
　なお、画像を記録する際には、画像データ処理部１０４は、被写体のＹＵＶデータを所
定の符号化方式（例えば、ＪＰＥＧ形式、モーションＪＰＥＧ形式、ＭＰＥＧ形式等）に
従って圧縮して、記録媒体制御部１０５に出力する。
　また、通信装置２からの要求により、画像を再生表示する場合には、画像データ処理部
１０４は、記録媒体制御部１０５により記録媒体１０５ａから読み出された表示対象に係
る静止画像や動画像の画像データを対応する所定の符号化方式に従って復号して、無線処
理部１０７に出力しても良いして、圧縮された状態の画像データを無線処理部１０７に出
力しても良い。出力された画像データは通信アンテナ１０７ａを介して通信装置２に送信
される。
【００２２】
　記録媒体制御部１０５は、記録媒体１０５ａが着脱自在に構成され、装着された記録媒
体１０５ａからのデータの読み出しや記録媒体１０５ａに対するデータの書き込みを制御
する。
　すなわち、記録媒体制御部１０５は、画像データ処理部１０４の符号化部（図示略）に
より所定の圧縮形式（例えば、ＪＰＥＧ形式、モーションＪＰＥＧ形式、ＭＰＥＧ形式等
）で符号化された記録用の画像データを記録媒体１０５ａの所定の記録領域に記録させる
。
【００２３】
　具体的には、記録媒体制御部１０５は、撮像部１０３により撮像された複数の画像を、
当該画像の撮像時に設定された撮像モードを示す付加情報又は他の画像と関連性のある画
像であるか否かを示す付加情報と対応付けて記録媒体（記録手段）１０５ａに記録させる
。
　ここで、撮像モードとしては、例えば、単写モード、連写モード、ブラケット撮像モー
ド等が挙げられる。
　また、他の画像と関連性のある画像とは、例えば、一の画像を元画像として複製や加工
を施した処理済み画像（例えば、ブラケット画像等）が存在する場合、当該処理済み画像
は元画像と関連性がある画像と言える。なお、ブラケット撮像モードは、撮像条件を変化
させつつ連続して撮像を行うモードであり、連写モードの一種であると取り扱っても良い
。
　すなわち、記録媒体１０５ａに記録されている複数の画像は、撮像モードや他の画像と
の関連性を示す付加情報により他の画像と関連付けられている。
　また、記録媒体制御部１０５は、例えば、Ｅｘｉｆ形式で画像データを記録する場合に
は、Ｅｘｉｆタグ情報を付加情報として記録する。
　なお、記録媒体１０５ａは、例えば、不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）等により構
成されている。
【００２４】
　操作入力部１０６は、当該撮像装置１の所定操作を行うためのものであり、例えば、装
置本体の電源のＯＮ／ＯＦＦに係る電源ボタン、被写体の撮像指示に係るシャッタボタン
、撮像モードや機能等の選択指示に係る選択決定ボタン、ズーム量の調整指示に係るズー
ムボタン（何れも図示略）等を備えている。そして、操作入力部１０６は、各ボタンの操
作に応じて所定の操作信号を中央制御部１０１に出力する。
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【００２５】
　無線処理部１０７は、所定の無線通信回線を介して接続された通信装置２等の外部機器
との情報の通信制御を行う。
　すなわち、無線処理部１０７は、所定の通信回線（例えば、Bluetooth等の無線ＰＡＮ
（Personal Area Network）やＷｉ－Ｆｉ等の無線ＬＡＮ）を介して外部機器と通信する
通信手段を構成している。具体的には、無線処理部１０７は、例えば、通信アンテナ１０
７ａを介して通信装置２との間で無線通信を行うための制御モジュールを具備している。
そして、無線処理部１０７は、例えば、予めペアリングと呼ばれる通信設定処理を行うこ
とで、互いのデバイス情報や認証鍵のデータを無線信号により通信相手と交換する。これ
により、その後、当該通信設定処理を毎回行うことなく、この通信相手と自動的に或いは
半自動的に通信接続されたり通信接続が解除されたりするようになっている。例えば、受
信感度や受信強度を逐次計測し、撮像装置１と通信装置２とが電波が届かない範囲に離れ
れば通信接続が解除される一方で、電波が届く範囲に近づけば自動的に通信接続される。
また、或いは、接続や解除の操作により半自動的に通信接続されたり解除される。
【００２６】
　動作制御部１０８は、要求検出部１０８ａと、画像特定部１０８ｂと、情報画像生成部
１０８ｃと、第１送信制御部１０８ｄと、指示検出部１０８ｅと、情報取得部１０８ｆと
、制御情報生成部１０８ｇと、第２送信制御部１０８ｈとを具備している。
　なお、動作制御部１０８の各部は、例えば、所定のロジック回路から構成されているが
、当該構成は一例であってこれに限られるものではない。
【００２７】
　要求検出部１０８ａは、記録媒体１０５ａに記録されている複数の画像の一覧表示の要
求を検出する。
　すなわち、要求検出部（第１の検出手段）１０８ａは、無線処理部１０７による通信を
介して通信装置（外部機器）２から記録媒体１０５ａに記録されている複数の画像の一覧
表示の要求を検出する。具体的には、ユーザによる通信装置２の所定操作に基づいて送信
された一覧要求指示が無線ＰＡＮや無線ＬＡＮを介して無線処理部１０７により受信され
ると、要求検出部１０８ａは、受信された一覧要求指示を取得して、複数の画像の一覧表
示の要求を検出する。
【００２８】
　画像特定部１０８ｂは、複数の画像の中で付加情報に基づいて関連付けられた複数の画
像を特定する。
　すなわち、画像特定部（特定手段）１０８ｂは、要求検出部１０８ａにより一覧表示の
要求が検出されると、記録媒体１０５ａに記録されている複数の画像の中で付加情報に基
づいて関連付けられた複数の画像を特定する。具体的には、画像特定部１０８ｂは、記録
媒体１０５ａから複数の画像の各々の付加情報を読み出して、例えば、撮像モードが連写
モードで所定枚数連続して記録されている複数の画像を特定したり、一の画像を元画像と
して複製や加工が施された処理済み画像（例えば、ブラケット画像）等を特定する。
　なお、一の画像を元画像とする複製や加工は、画像の記録の際に行われても良いし、記
録後に行われても良い。
【００２９】
　情報画像生成部１０８ｃは、情報画像を生成する。
　すなわち、情報画像生成部（第１の生成手段）１０８ｃは、画像特定部１０８ｂにより
特定された複数の画像が関連付けられていることを示す情報画像（例えば、サムネイル用
のアイコン画像等）を生成する。具体的には、情報画像生成部１０８ｃは、画像特定部１
０８ｂによる特定結果に応じた情報画像、すなわち、付加情報に基づいて複数の画像の関
連付けの内容に応じた情報画像を生成する。
　例えば、情報画像生成部１０８ｃは、連写モードで所定枚数連続して記録されている複
数の画像を識別可能な情報画像Ｐ１や、一の画像を元画像とする処理済み画像（例えば、
ブラケット画像）であることを示す情報画像Ｐ２等を生成する（図６参照）。ここで、連
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写モードを表す情報画像Ｐ１は、連写枚数に応じて異なる情報画像を用いても良く、例え
ば、連写枚数が多い程重畳表示される枚数が多くなるような情報画像が挙げられる。また
、ブラケット画像であることを示す情報画像Ｐ２は、撮像条件の変更の仕方に応じて異な
る情報画像を用いても良く、例えば、一の撮像条件（例えば、露出）のみを変更した場合
（全部で３枚撮像）と、さらに二つ目の撮像条件（例えば、ホワイトバランス）を変更し
た場合（全部で９枚撮像）等が挙げられる。
【００３０】
　第１送信制御部１０８ｄは、情報画像を無線処理部１０７により通信装置２に送信させ
る。
　すなわち、第１送信制御部（第１の送信制御手段）１０８ｄは、情報画像生成部１０８
ｃにより生成された情報画像を無線処理部１０７により通信装置（外部機器）２に送信さ
せる。具体的には、第１送信制御部１０８ｄは、情報画像生成部１０８ｃにより生成され
た情報画像の画像データを取得し、無線処理部１０７を制御して、取得された情報画像の
画像データを所定の無線通信回線を介して通信装置２に送信させる。
【００３１】
　指示検出部１０８ｅは、情報画像について特定の操作を行うための指示を検出する。
　すなわち、指示検出部（第２の検出手段）１０８ｅは、第１送信制御部１０８ｄにより
送信された情報画像について特定の操作を行うための指示を無線処理部１０７による通信
を介して検出する。具体的には、ユーザによる通信装置２の所定操作に基づいて送信され
た複数の画像の表示指示を含むサムネイル用のアイコン画像（例えば、情報画像Ｐ１、Ｐ
２等）の選択指示が無線ＰＡＮを介して無線処理部１０７により受信されると、指示検出
部１０８ｅは、受信された表示指示を無線処理部１０７から取得して検出する。
　なお、特定の操作として、複数の画像の表示を例示したが、一例であってこれに限られ
るものではなく、適宜任意に変更可能である。
【００３２】
　情報取得部（取得手段）１０８ｆは、通信装置（外部機器）２の表示性能を示す情報を
取得する。
　すなわち、ブラウザとは、一般的に、ファイルエクスプローラーやインターネット上の
ページを表示するソフトウェア等のことを言うが、通信装置２が動作可能なブラウザの種
類は、端末毎に異なる。また、ブラウザの種類によっては、テキストや音声以外にも、プ
ラグインツール等の補助的な動作プログラムを埋め込むことで、表示画面上で動画再生や
音楽再生を実行できるものもある。また、プラグインは処理の負担が増大するため、通信
装置２に搭載されている場合には、プラグインの動作環境に予め規制がかかっているもの
もある。
　そこで、例えば、無線処理部１０７により通信装置２との無線通信回線が確立した際や
、無線処理部１０７により一覧要求指示が受信された際に、通信装置２から無線ＰＡＮや
無線ＬＡＮを介して送信された当該通信装置２の表示部２０５の表示性能情報が無線処理
部１０７により受信されると、情報取得部１０８ｆは、受信された表示性能情報を無線処
理部１０７から取得する。
【００３３】
　制御情報生成部１０８ｇは、情報画像で関連付けられている複数の画像を識別可能な表
示態様で表示させるための表示制御情報を生成する。
　すなわち、制御情報生成部（第２の生成手段）１０８ｇは、指示検出部１０８ｅにより
情報画像について特定の操作を行うための指示（例えば、複数の画像の表示指示等）が検
出されると、情報画像で関連付けられている複数の画像を識別可能な表示態様で表示させ
るための表示制御情報を生成する。具体的には、制御情報生成部１０８ｇは、情報取得部
１０８ｆにより取得された表示性能情報に基づいて、通信装置２の表示部２０５の表示性
能に応じて情報画像で関連付けられている複数の画像を識別可能な表示態様で表示させる
ためのプラグインツール（例えば、ＪＡＶＡ(登録商標)プラグイン等）を生成する。
　ここで、情報画像で関連付けられている複数の画像を識別可能な表示態様とは、これら
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複数の画像を所定の時間間隔で連続して表示したり、一画面内にこれら複数の画像の縮小
画像をレイアウトして一覧表示するような態様のことを言う。
　なお、プラグインツールの生成には、公知の技術を適用可能であり、ここではその詳細
な説明は省略する。
【００３４】
　第２送信制御部１０８ｈは、表示制御情報を複数の画像とともに無線処理部１０７によ
り通信装置２に送信させる。
　すなわち、第２送信制御部（第２の送信制御手段）１０８ｈは、制御情報生成部１０８
ｇにより生成された表示制御情報を情報画像で関連付けられている複数の画像とともに、
無線処理部１０７により通信装置２へ送信させる。具体的には、第２送信制御部１０８ｈ
は、制御情報生成部１０８ｇにより生成されたプラグインツールを取得するとともに情報
画像で関連付けられている複数の画像の画像データを記録媒体１０５ａから取得し、無線
処理部１０７を制御して、取得されたプラグインツール及び複数の画像の画像データを所
定の無線通信回線を介して通信装置２に送信させる。
【００３５】
　次に、通信装置２について、図３を参照して説明する。
　図３は、画像管理システム１００を構成する通信装置２の概略構成を示すブロック図で
ある。
　図３に示すように、通信装置２は、中央制御部２０１と、メモリ２０２と、無線処理部
２０３と、画像データ処理部２０４と、表示部２０５と、操作入力部２０６とを備えてい
る。
　また、中央制御部２０１、メモリ２０２、無線処理部２０３、画像データ処理部２０４
及び表示部２０５は、バスライン２０７を介して接続されている。
【００３６】
　中央制御部２０１は、通信装置２の各部を制御するものである。具体的には、中央制御
部２０１は、図示は省略するが、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random 
Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）を備え、通信装置２用の各種処理プログ
ラム（図示略）に従って各種の制御動作を行う。
【００３７】
　メモリ２０２は、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）等により構成さ
れ、中央制御部２０１の他、当該通信装置２の各部によって処理されるデータ等を一時的
に記録するものである。
【００３８】
　無線処理部２０３は、所定の無線通信回線を介して接続された撮像装置１等の外部機器
との情報の通信制御を行う。
　すなわち、無線処理部２０３は、例えば、通信アンテナ２０３ａを介して撮像装置１と
の間で無線通信を行うための制御モジュールを具備している。なお、無線処理部２０３の
構造及び機能は、撮像装置１の無線処理部１０７と略同様であるので、ここでは詳細な説
明は省略する。
【００３９】
　画像データ処理部２０４は、無線処理部２０３により受信されたフレーム画像の画像デ
ータに対して、各種処理を施して、表示部２０５に出力する。このとき、画像データ処理
部２０４は、例えば、無線処理部２０３により受信された画像データを表示パネル２０５
ａの表示解像度等に基づいて所定サイズに拡大縮小して表示制御部２０５ｂに出力しても
良い。
【００４０】
　表示部２０５は、例えば、ＬＣＤ等を具備し、中央制御部２０１のＣＰＵの制御下にて
各種情報を表示画面に表示する。
　具体的には、表示部２０５は、例えば、中央制御部１のＣＰＵによる各種のアプリケー
ションプログラム（図示略）の実行に基づいて、アプリケーション画面を生成し、生成さ
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れたアプリケーション画面を表示領域内に表示する。また、表示部２０５は、プラグイン
ツール等の補助的な動作プログラムの実行により、アプリケーション画面上に複数の画像
を連続して再生することができる。
　また、表示部２０５は、当該表示部２０５により表示可能な画像のフォーマットの種類
や、実行可能な補助的な動作プログラムの種類等に基づいて、当該表示部２０５の表示性
能を示す表示性能情報を生成する。生成された表示性能情報は、無線処理部２０３により
取得され、無線通信回線を介して撮像装置１に送信される。
【００４１】
　なお、アプリケーションプログラムとしては、例えば、インターネットブラウザ、画像
編集ソフト、ファイルエクスプローラ、デジタルカメラ制御等のプログラムが挙げられる
。これらのアプリケーションプログラムは、例えば、予めＲＯＭに記録されていても良い
し、無線処理部２０３が通信ネットワークを介して外部機器（図示略）から取得しても良
い。
【００４２】
　操作入力部２０６は、当該通信装置２の所定操作を行うためのものであり、例えば、装
置本体の電源のＯＮ／ＯＦＦに係る電源ボタン、被写体の撮像指示に係るシャッタボタン
、撮像モードや機能等の選択指示に係る選択決定ボタン（何れも図示略）等を備えている
。そして、操作入力部２０６は、各ボタンの操作に応じて所定の操作信号を中央制御部２
０１に出力する。具体的には、例えば、ユーザによって撮像装置１に記録されている複数
の画像の一覧表示を要求する操作が行われると、操作入力部２０６は、複数の画像の一覧
表示の要求の指示信号を中央制御部２０１に出力する。また、ユーザによって撮像装置１
に付加情報により対応付けて記録されている複数の画像の表示を要求する操作が行われる
と、操作入力部２０６は、複数の画像の表示の要求の指示信号を中央制御部２０１に出力
する。
【００４３】
　次に、画像管理システム１００による画像管理処理について、図４～図６を参照して説
明する。
　図４及び図５は、画像管理システム１００による画像管理処理に係る動作の一例を示す
フローチャートである。また、図６は、通信装置２の表示画面の一例を模式的に示す図で
ある。
【００４４】
　なお、以下に説明する画像管理処理は、撮像装置１と通信装置２との協働により行われ
る処理である。また、撮像装置１と通信装置２とは、予め無線通信回線を介して情報通信
可能に接続されているものとする。
【００４５】
＜画像管理処理＞
　図４に示すように、撮像装置１にあっては、要求検出部１０８ａは、無線処理部１０７
による通信を介して通信装置２から記録媒体１０５ａに記録されている複数の画像の一覧
表示の要求を検出したか否か逐次判定する（ステップＳ１）。
　すなわち、ユーザによる通信装置２の操作入力部２０６の所定操作に基づいて画像の一
覧表示を要求する一覧要求指示が通信装置２の無線処理部２０３から無線ＰＡＮ、或いは
無線ＬＡＮを介して送信されて（ステップＳ２）、撮像装置１の無線処理部１０７により
受信されると、要求検出部１０８ａは、受信された一覧要求指示を取得して、複数の画像
の一覧表示の要求を検出する。
　このとき、通信装置２は、表示部２０５の表示性能を示す表示性能情報を一覧要求指示
と対応付けて撮像装置１に送信する。撮像装置１では、無線処理部１０７により表示性能
情報が受信されて、例えば、メモリ１０２に一時的に格納される。なお、表示性能情報は
、撮像装置１と通信装置２との無線接続が確立された際に送信されても良い。
【００４６】
　ステップＳ１にて、複数の画像の一覧表示の要求が検出されていないと判定されると（
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ステップＳ１；ＮＯ）、要求検出部１０８ａは、当該複数の画像の一覧表示の要求を検出
したか否かの判定を所定の時間間隔で繰り返し実行する。
　一方、複数の画像の一覧表示の要求が検出されたと判定されると（ステップＳ１；ＹＥ
Ｓ）、動作制御部１０８は、記録媒体１０５ａに記録されている複数の画像の画像データ
を取得し、例えば、各画像データのＥｘｉｆタグ情報等の付加情報を参照して、撮像モー
ドや他の画像データとの関連性を解析する（ステップＳ３）。
【００４７】
　次に、画像特定部１０８ｂは、複数の画像の解析結果に基づいて、撮像モードが連写モ
ードで撮像された画像があるか否かを判定する（ステップＳ４）。すなわち、画像特定部
１０８ｂは、記録媒体１０５ａに記録されている複数の画像の各々について、ある時点か
ら連続して記録された他の画像があるか否かを判定する。
　ここで、連写モードで撮像された画像があると判定されると（ステップＳ４；ＹＥＳ）
、画像特定部１０８ｂは、連写モードである時点から連続して記録された複数の画像を特
定し、情報画像生成部１０８ｃは、連写モードで連続して記録されている複数の画像を識
別可能なサムネイル用のアイコン画像（情報画像Ｐ１；図６参照）を、これら複数の画像
の中の何れか一の画像から生成する（ステップＳ５）。
【００４８】
　続けて、画像特定部１０８ｂは、複数の画像の解析結果に基づいて、記録媒体１０５ａ
に記録されている複数の画像の各々について、複製や加工が施された処理済み画像がある
か否かを判定する（ステップＳ６）。
　ステップＳ６にて、処理済み画像があると判定されると（ステップＳ６；ＹＥＳ）、画
像特定部１０８ｂは、処理済み画像の元画像である一の画像を特定し、情報画像生成部１
０８ｃは、特定された一の画像を元画像とする処理済み画像であることを示すサムネイル
用のアイコン画像（情報画像Ｐ２；図６参照）を、元画像から生成する（ステップＳ７）
。このとき、元画像に対して複数の異なる加工が施されることで、一の画像を元画像とし
て複数の処理済み画像が存する場合には、情報画像生成部１０８ｃは、それらを一組とす
るサムネイル用のアイコン画像を生成しても良い。
【００４９】
　一方、ステップＳ４にて、撮像モードが連写モードで撮像された画像がないと判定され
ると（ステップＳ４；ＮＯ）、情報画像生成部１０８ｃは、各画像毎のサムネイル用のア
イコン画像を生成する（ステップＳ８）。
　また、ステップＳ６にて、処理済み画像がないと判定された場合（ステップＳ６；ＮＯ
）にも、動作制御部１０８は、処理をステップＳ８に移行し、情報画像生成部１０８ｃは
、各画像毎のサムネイル用のアイコン画像を生成する（ステップＳ８）。
【００５０】
　次に、第１送信制御部１０８ｄは、無線処理部１０７を制御して、情報画像生成部１０
８ｃにより生成されたサムネイル用のアイコン画像の画像データを所定の無線通信回線を
介して通信装置２に送信させる（ステップＳ９）。
【００５１】
　図５に示すように、通信装置２にあっては、撮像装置１から送信されたサムネイル用の
アイコン画像の画像データが無線処理部により２０３により受信されると、表示部２０５
は、受信された画像データを取得して、表示領域内に一覧表示する（ステップＳ１０；図
６参照）。
【００５２】
　撮像装置１にあっては、無線処理部１０７は、通信装置２から送信されたサムネイル用
のアイコン画像の選択指示を受信したか否かを逐次判定する（ステップＳ１１）。すなわ
ち、ユーザによる通信装置２の操作入力部２０６の所定操作に基づいて一覧表示されてい
るサムネイル用のアイコン画像の中で、何れかのアイコン画像を選択する指示が通信装置
２の無線処理部２０３から無線ＰＡＮ、或いは無線ＬＡＮを介して送信されて（ステップ
Ｓ１２）、撮像装置１の無線処理部１０７により受信されると、無線処理部１０７は、サ
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ムネイル用のアイコン画像の選択指示を受信したと判定する（ステップＳ１１；ＹＥＳ）
。
　ステップＳ１１にて、サムネイル用のアイコン画像の選択指示を受信していないと判定
されると（ステップＳ１１；ＮＯ）、無線処理部１０７は、サムネイル用のアイコン画像
の選択指示を受信したか否かの判定を所定の時間間隔で繰り返し実行する。
【００５３】
　ステップＳ１１にて、サムネイル用のアイコン画像の選択指示を受信したと判定される
と（ステップＳ１１；ＹＥＳ）、指示検出部１０８ｅは、無線処理部１０７により受信さ
れたサムネイル用のアイコン画像の選択指示を取得して、当該サムネイル用のアイコン画
像が複数の画像が関連付けられていることを示す情報画像（例えば、情報がＰ１、Ｐ２等
）であるか否かに応じて、複数の画像の表示指示を検出したか否かを判定する（ステップ
Ｓ１３）。
　ここで、複数の画像の表示指示を検出したと判定されると（ステップＳ１３；ＹＥＳ）
、情報取得部１０８ｆは、ステップＳ１にて無線処理部１０７により一覧要求指示ととも
に受信された表示性能情報をメモリ１０２から取得する（ステップＳ１４）。そして、制
御情報生成部１０８ｇは、情報取得部１０８ｆにより取得された表示性能情報に基づいて
、通信装置２の表示部２０５の表示性能に応じて複数の画像を識別可能な表示態様で表示
させるためのプラグインツール（例えば、ＪＡＶＡプラグイン等）を生成する（ステップ
Ｓ１５）。
【００５４】
　そして、第２送信制御部１０８ｈは、制御情報生成部１０８ｇにより生成されたプラグ
インツールを取得するとともにサムネイル用のアイコン画像で関連付けられている複数の
画像の画像データを記録媒体１０５ａから取得し、無線処理部１０７を制御して、取得さ
れたプラグインツール及び複数の画像の画像データを所定の無線通信回線を介して通信装
置２に送信させる（ステップＳ１６）。
【００５５】
　一方、ステップＳ１３にて、複数の画像の表示指示を検出していないと判定されると（
ステップＳ１３；ＮＯ）、無線処理部１０７は、受信したサムネイル用のアイコン画像に
対応する一の画像データを記録媒体１０５ａから取得して、所定の無線通信回線を介して
通信装置２に送信する（ステップＳ１７）。
【００５６】
　通信装置２にあっては、無線処理部２０３により撮像装置１から送信された画像データ
が受信されると、表示部２０５は、無線処理部２０３から画像データを取得して、表示領
域内に表示する（ステップＳ１８）。このとき、無線処理部２０３によりサムネイル用の
アイコン画像で関連付けられている複数の画像の画像データが受信された場合には、表示
部２０５は、受信されたプラグインツールを用いて複数の画像を識別可能な表示態様で表
示する。
【００５７】
　以上のように、本実施形態の画像管理システム１００によれば、撮像装置１は、複数の
画像の一覧表示の要求が検出されると、例えば、撮像部１０３により撮像されて記録媒体
１０５ａに記録されている複数の画像の中で付加情報に基づいて関連付けられた複数の画
像を特定し、特定された複数の画像が関連付けられていることを示す情報画像（例えば、
情報画像Ｐ１、Ｐ２等）を生成して、無線処理部１０７により通信装置２へ送信させるの
で、通信装置２にて情報画像が受信されて表示部２０５に表示されることで、撮像モード
（例えば、連写モード等）で関連付けられている複数の画像や他の画像と関連性のある画
像等をユーザは識別可能となる。つまり、通信装置２にて、情報画像を用いることで、ユ
ーザが記録媒体１０５ａに記録されている複数の画像の内容を理解し易いように表示させ
ることができる。
【００５８】
　具体的には、情報画像について特定の操作を行うための指示が検出されると、情報画像
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で関連付けられている複数の画像を識別可能な表示態様で表示させるための表示制御情報
（例えば、プラグインツール等）を生成して、生成された表示制御情報を情報画像で関連
付けられている複数の画像とともに、無線処理部１０７により通信装置２へ送信させるの
で、通信装置２にて表示制御情報が受信されることで、通信装置２の表示部２０５の表示
性能如何に拘わらず、情報画像で関連付けられている複数の画像をユーザが識別可能な表
示態様で表示させることができる。特に、例えば、通信装置２の表示性能を示す情報を取
得して、当該取得された情報に基づいて表示制御情報を生成することで、通信装置２の表
示部２０５の表示性能に対応した適切な表示態様で複数の画像を表示させることができる
。これにより、ユーザが記録媒体１０５ａに記録されている複数の画像の内容をより理解
し易くなる。
【００５９】
　また、本発明は、上記実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲
において、種々の改良並びに設計の変更を行っても良い。
　例えば、撮像装置１は、制御情報生成部１０８ｇを具備して、情報画像で関連付けられ
ている複数の画像を識別可能な表示態様で表示させるための表示制御情報（例えば、プラ
グインツール等）を生成するようにしたが、一例であってこれに限られるものではなく、
例えば、表示制御情報の生成を指示する情報を複数の画像と関連付けて通信装置２に送信
するようにしても良い。
　なお、通信装置２の表示部２０５の表示性能が相対的に高性能である場合には、撮像装
置１は、表示制御情報として、例えば、プラグインツール等を生成することなく、当該通
信装置２の表示部２０５での表示を指示する制御情報を生成して、送信しても良い。
【００６０】
　また、例えば、予め記録媒体１０５ａに記録されている複数の画像の中で付加情報に基
づいて関連付けられた複数の画像を特定しておき、複数の画像の一覧表示の要求が検出さ
れると、特定済みの複数の画像が関連付けられていることを示す情報画像を生成するよう
にしても良い。同様に、予め記録媒体１０５ａに記録されている複数の画像の中で付加情
報に基づいて関連付けられた複数の画像を特定して、これら複数の画像が関連付けられて
いることを示す情報画像を生成しておき、複数の画像の一覧表示の要求が検出されると、
生成済みの情報画像を無線処理部１０７により通信装置２に送信させるようにしても良い
。
【００６１】
　また、上記実施形態にあっては、撮像装置１にて、情報画像について特定の操作を行う
ための指示（例えば、複数の画像の表示指示）を検出するようにしたが、一例であってこ
れに限られるものではなく、必ずしも指示検出部１０８ｅを具備する必要はない。すなわ
ち、画像格納装置としての撮像装置１は、少なくとも要求検出部１０８ａ、画像特定部１
０８ｂ、情報画像生成部１０８ｃ、第１送信制御部１０８ｄを具備する構成であれば良く
、同様に、必ずしも情報取得部１０８ｆ、制御情報生成部１０８ｇ、第２送信制御部１０
８ｈを具備する必要はない。
【００６２】
　さらに、撮像装置１の構成は、上記実施形態に例示したものは一例であり、これらに限
られるものではない。例えば、所定の通信回線として、無線通信回線を例示して説明した
が、撮像装置１と通信装置２とを有線ケーブル等により接続して通信を行う有線通信回線
であっても良い。
　さらに、画像格納装置として、撮像装置１を例示したが、一例であってこれに限られる
ものではなく、適宜任意に変更可能である。
【００６３】
　加えて、上記実施形態にあっては、第１の検出手段、特定手段、第１の生成手段、第１
の送信制御手段としての機能を、中央制御部１０１の制御下にて、要求検出部１０８ａ、
画像特定部１０８ｂ、情報画像生成部１０８ｃ、第１送信制御部１０８ｄが駆動すること
により実現される構成としたが、これに限られるものではなく、中央制御部１０１のＣＰ
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Ｕによって所定のプログラム等が実行されることにより実現される構成としても良い。
　すなわち、プログラムを記録するプログラムメモリ（図示略）に、検出処理ルーチン、
特定処理ルーチン、生成処理ルーチン、送信制御処理ルーチンを含むプログラムを記録し
ておく。そして、検出処理ルーチンにより中央制御部１０１のＣＰＵを、通信手段による
通信を介して外部機器から記録手段に記録されている複数の画像の一覧表示の要求を検出
する手段として機能させるようにしても良い。また、特定処理ルーチンにより中央制御部
１０１のＣＰＵを、一覧表示の要求が検出されると、記録手段に記録されている複数の画
像の中で付加情報に基づいて関連付けられた複数の画像を特定する手段として機能させる
ようにしても良い。また、生成処理ルーチンにより中央制御部１０１のＣＰＵを、特定さ
れた複数の画像が関連付けられていることを示す情報画像を生成する手段として機能させ
るようにしても良い。また、送信制御処理ルーチンにより中央制御部１０１のＣＰＵを、
情報画像を通信手段により外部機器へ送信させる手段として機能させるようにしても良い
。
【００６４】
　同様に、第２の検出手段、第２の生成手段、第２の送信制御手段、取得手段についても
、中央制御部１０１のＣＰＵによって所定のプログラム等が実行されることにより実現さ
れる構成としても良い。
【００６５】
　さらに、上記の各処理を実行するためのプログラムを格納したコンピュータ読み取り可
能な媒体として、ＲＯＭやハードディスク等の他、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリ
、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬型記録媒体を適用することも可能である。また、プログラムのデ
ータを所定の通信回線を介して提供する媒体としては、キャリアウェーブ（搬送波）も適
用される。
【００６６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に限定
するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
〔付記〕
＜請求項１＞
　撮像された複数の画像を、撮像時に設定された撮像モードを示す付加情報又は他の画像
と関連性のある画像であるか否かを示す付加情報と対応付けて記録する記録手段と、
　所定の通信回線を介して外部機器と通信を行う通信手段と、
　この通信手段による通信を介して前記外部機器から前記記録手段に記録されている複数
の画像の一覧表示の要求を検出する第１の検出手段と、
　この第１の検出手段により前記一覧表示の要求が検出されると、前記記録手段に記録さ
れている複数の画像の中で前記付加情報に基づいて関連付けられた複数の画像を特定する
特定手段と、
　この特定手段により特定された複数の画像が関連付けられていることを示す情報画像を
生成する第１の生成手段と、
　この第１の生成手段により生成された情報画像を前記通信手段により前記外部機器へ送
信させる第１の送信制御手段と、
　を備えたことを特徴とする画像格納装置。
＜請求項２＞
　前記第１の送信制御手段により送信された情報画像について特定の操作を行うための指
示を前記通信手段による通信を介して検出する第２の検出手段と、
　この第２の検出手段により前記情報画像について特定の操作を行うための指示が検出さ
れると、前記情報画像で関連付けられている複数の画像を識別可能な表示態様で表示させ
るための表示制御情報を生成する第２の生成手段と、
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　この第２の生成手段により生成された表示制御情報を前記情報画像で関連付けられてい
る複数の画像とともに、前記通信手段により前記外部機器へ送信させる第２の送信制御手
段と、を更に備えたことを特徴とする請求項１に記載の画像格納装置。
＜請求項３＞
　前記外部機器の表示性能を示す情報を取得する取得手段を更に備え、
　前記第２の生成手段は、前記取得手段により取得された表示性能を示す情報に基づいて
、前記情報画像で関連付けられている複数の画像を識別可能な表示態様で表示させるため
の表示制御情報を生成することを特徴とする請求項２に記載の画像格納装置。
＜請求項４＞
　前記撮像モードは、連写モードを含むことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記
載の画像格納装置。
＜請求項５＞
　被写体を撮像して画像を生成する撮像手段を更に備えることを特徴とする請求項１～４
の何れか一項に記載の画像格納装置。
＜請求項６＞
　撮像された複数の画像を、撮像時に設定された撮像モードを示す付加情報又は他の画像
と関連性のある画像であるか否かを示す付加情報と対応付けて記録する記録手段と、所定
の通信回線を介して外部機器と通信を行う通信手段と、を備える画像格納装置の画像管理
方法であって、
　前記通信手段による通信を介して前記外部機器から前記記録手段に記録されている複数
の画像の一覧表示の要求を検出する検出ステップと、
　この検出ステップにて一覧表示の要求が検出されると、前記記録手段に記録されている
複数の画像の中で前記付加情報に基づいて関連付けられた複数の画像を特定する特定ステ
ップと、
　この特定ステップにて特定された複数の画像が関連付けられていることを示す情報画像
を生成する生成ステップと、
　この生成ステップにて生成された情報画像を前記通信手段により前記外部機器へ送信さ
せる送信ステップと、
　を含むことを特徴とする画像管理方法。
＜請求項７＞
　撮像された複数の画像を、撮像時に設定された撮像モードを示す付加情報又は他の画像
と関連性のある画像であるか否かを示す付加情報と対応付けて記録する記録手段と、所定
の通信回線を介して外部機器と通信を行う通信手段と、を備える画像格納装置のコンピュ
ータを、
　前記通信手段による通信を介して前記外部機器から前記記録手段に記録されている複数
の画像の一覧表示の要求を検出する検出手段、
　この検出手段により前記一覧表示の要求が検出されると、前記記録手段に記録されてい
る複数の画像の中で前記付加情報に基づいて関連付けられた複数の画像を特定する特定手
段、
　この特定手段により特定された複数の画像が関連付けられていることを示す情報画像を
生成する生成手段、
　この生成手段により生成された情報画像を前記通信手段により前記外部機器へ送信させ
る送信制御手段、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【符号の説明】
【００６７】
１００　　画像管理システム
１　　　　撮像装置（画像格納装置）
１０１　　中央制御部
１０３　　撮像部
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１０５ａ　記録媒体
１０７　　無線処理部
１０８　　動作制御部
１０８ａ　要求検出部
１０８ｂ　画像特定部
１０８ｃ　情報画像生成部
１０８ｄ　第１送信制御部
１０８ｅ　指示検出部
１０８ｆ　情報取得部
１０８ｇ　制御情報生成部
１０８ｈ　第２送信制御部
２　　　　通信装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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